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富士宮市では、人事行政の透明性を確保し、その公正な運営を行うため、平成１７年１０月に

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を制定しました。 
この条例に基づき、職員の給与、職員数、勤務条件など、平成２３年度の人事行政の運営状況

等について公表します。 
 
 

Ⅰ 人事行政の運営等の状況の概要 

 
  １ 任免及び人数に関する状況 
 (1) 部門別職員数の状況（各年４月１日現在） 

職 員 数（人） 対前年      区分 
部門 

①平成２２年 ②平成２３年 増減数 

議  会 ９ ９ ０ 

総  務 １４５ １３７ △８ 

税  務 ５８ ５８ ０ 

民  生 １７７ １７９ ２ 

衛  生 ８１ ７８ △３ 

農  水 ３２ ３１ △１ 

商  工 １３ １４ １ 

土  木 ９３ ９２ △１ 

一
般
行
政
部
門 

小  計 ６０８ ５９８ △１０ 

教  育 １２６ １２１ △５ 

消防本部 １６０ １６１ １ 

特
別
行
政
部
門 小  計 ２８６ ２８２ △４ 

行政部門の計 ８９４ ８８０ △１４ 

病  院 ４１０ ４１６ ６ 

水  道 ２９ ２９ ０ 

下水道 ２１ ２１ ０ 

その他 ４５ ４５ ０ 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 小  計 ５０５ ５１１ ６ 

合 計 １，３９９ １，３９１ △８ 

   ※平成２２年の衛生部門には、自治労静岡県本部専従者（１人）を含んでいます。 
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(2) 採用及び退職の状況 （平成２２年度） 
離   職（人）※（注２） 

退 職 免 職 

    区分 
 
部門 

採用 
※ 

（注 1） 
（人）

定年 勧奨 普通 死亡 
任期満了

分限 懲戒 失職 合計 

市長部局等 １９ １５ ５ ３ １ － － － － ２４ 
教育関係 ３ ７ － ２ － － － － － ９ 
消防本部 ９ ５ － １ ２ － － － － ８ 

一般

会計 
小    計 ３１ ２７ ５ ６ ３ － － － － ４１ 
病   院 ２５ ２ １ １６ － － － － － １９ 
病院以外 ２ ５ － １ － － － － － ６ 

特別

会計 
小    計 ２７ ７ １ １７ － － － － － ２５ 

合    計 ５８ ３４ ６ ２３ ３ － － － － ６６ 
   （注１）採用は、平成２２年４月２日から平成２３年４月１日の間に採用した人数です。 
     （注２）離職は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日の間に離職した人数です。 
 
２ 給与の状況 
 (1) 人件費の状況（平成２２年度普通会計決算） 

歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ／Ａ） 
３９，８１６，１６８千円 ８，３９９，９８３千円 ２１．１％ 

（注）普通会計とは、一般会計に市立学校給食センター、土地取得、墓園事業の各特別会計を

合わせたものです。金額は決算統計の数値です。 
※平成１８年１月１日から平成２３年３月３１日までの５年３月間、給料の６％減額を実施し

ました。（数字は減額後のもの） 

 
 (2) 職員給与費の状況（平成２３年度普通会計当初予算） 

職  員  給  与  費 職員数（人） 
A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

一人当たり給与費

B／A 

８８６人 
千円 

3,537,423 

千円

719,929

千円

1,328,181

千円 

5,585,533 
6,304,213 円

（注）職員手当には退職手当を含みません。 
 
 (3) 初任給の状況               （平成２３年４月１日現在） 

区 分 富士宮市 国 

大学卒 １７８，８００円
Ⅰ種  １８５，８００円 
Ⅱ種  １７２，２００円 一般行政職 

高校卒 １４９，８００円 Ⅲ種  １４０，１００円 

技能労務職員 高校卒 １４４，５００円 － 

 
 (4) 経験年数別・学歴別平均給料月額の状況           （平成２３年４月 1 日現在） 

区 分 経験年数 10～14 年 経験年数 15～19 年 経験年数 20～24 年 

大学卒 ２７３，９９１円 ３３０，００８円 ３７５，１４６円
一般行政職 

高校卒 ２２９，３００円 ２８９，０２５円 ３４２，４５０円

（注）経験年数とは、採用前に民間企業勤務経験などがある場合には、その期間を換算し、採

用後の年数に加算した年数です。 
 
 
 
 



 3

 (5) 平均給料・給与月額及び平均年齢の状況 （平成２３年４月１日現在） 
区 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

一般行政職 ３４８，５８４円 ４６６，４６４円 ４４．３歳 
技能労務職員 ３２１，２１０円 ３７１，５４８円 ４７．１歳 
（注）給与とは、給料及び職員手当（扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等）の

合計です。 
   平均給与月額には、統一地方選挙２回分の手当も含まれています。 

 
 (6) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月 1 日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 前年の構成比 

１級 事務員・技術員 ３６人 ６．６％ ８．１％ 

２級 主事・技師 ５９人 １０．９％ ９．９％ 

３級 主査 ５８人 １０．７％ ９．４％ 

４級 主査 ７２人 １３．２％ １４．４％ 

５級 係長・主任主査 １２８人 ２３．５％ ２２．１％ 

６級 主幹 １２５人 ２３．０％ ２４．６％ 

７級 課長 ５４人 ９．９％ ９．３％ 

８級 部長 １２人 ２．２％ ２．２％ 

計  ５４４人 １００．０％ １００．０％ 

（注）職員の給与に関する条例に基づく一般行政職給料表の級区分による職員数であり、医療

保健職、福祉職、税務職、企業職、技能労務職は含まれていません。 
  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 
 (7) 期末・勤勉手当の状況（平成２３年４月１日現在）            （単位：月分） 

富士宮市 国 
区分 

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

６月期 １．２２５ ０．６７５ １．９ 

１２月期 １．３７５ ０．６７５ ２．０５ 

計 ２．６ １．３５ ３．９５ 

同 左 

（注）職制上の段階、職務の級などによる加算措置があります。 
 
 (8) 退職手当の状況（平成２３年４月１日現在） 

富士宮市 国 
区  分 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 23.50 月分
勧奨 32.76 月分

定年 30.55 月分
23.50 月分 

勧奨 32.76 月分

定年 30.55 月分

勤続 25 年 33.50 月分 41.34 月分 33.50 月分 41.34 月分

勤続 30 年 41.50 月分 50.70 月分 41.50 月分 50.70 月分

最高限度 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分

１人当たりの平均支給額 － 
勧奨 27,120,215 円

定年 26,350,249 円
－ 

（注）１人当たりの平均支給額は、平成２２年度に退職した職員に支給された退職手当の平均

額です。 
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 (9) その他の主な手当の内容 
  ア 地域手当（平成２３年４月 1 日現在） 

支給職員１人当たり平均支給年額 １４６，７７９円

支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 
５％ 全職員 ３％～１８％ 

 
  イ 特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在） 

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度普通会計決算） ５９，６１９円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２２年度普通会計決算）   ４８．１％

手当の種類（手当数） ２０種類

代表的な手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する単価 

普通税務手当 収納課、市民税課、 
資産税課 

市税等の賦課、徴収業務 月額 ３，５００円

福祉業務手当 
福祉総合相談課、 
介護障害支援課、 
子ども未来課 

福祉事務所勤務職員の指

導保護等の業務 月額 ３，５００円

保育業務手当 保育園 保育業務 月額 ３，０００円

心身障害児保育業務手当 あすなろ園 あすなろ園業務 月額 ４，５００円

家畜類等死体取扱作業手当 生活環境課 
家畜類等の死体の取扱作

業 １件 ２００円

有害薬品取扱手当 生活環境課 
危険性を有する薬品を取

扱う業務 日額 ２００円

行旅病人取扱手当 福祉総合相談課 行旅病人の収容作業 
１件 １，０００円

（午後６時から翌日午前６

時までは１，５００円）

行旅死亡人取扱手当 福祉総合相談課 行旅死亡人の収容作業
１件 ３，５００円

（午後６時から翌日午前８

時までは５，０００円）

消防手当 消防吏員 消防業務 月額 ３，０００円

  
 ウ 時間外勤務手当（平成２１、２２年度普通会計決算） 

支給総額 ２３４，５７８，３１５円 
２２年度 

1 人当たり支給年額 ２３４，８１３円 
支給総額 ２８５，０３８，５４５円 

２１年度 
1 人当たり支給年額 ３０８，１５０円 

 
  エ 扶養手当、住居手当、通勤手当（平成２３年４月１日現在） 

 
内   容 

国の制度と

の異同 
国の制度と異なる内容 

扶養

手当 

・配偶者を扶養する人 

配偶者      月額  13,000 円 

子等       月額  6,500 円 

・配偶者を扶養しない人 

子等       月額  6,500 円 

・配偶者のいない人 

子等１人目    月額  11,000 円 

子等２人目以降  月額  6,500 円 

 

※上記に加えて 16～22 歳到達年度にある子 

           月額   5,000 円 

同じ 
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住居

手当 

・月額 12,000 円を超える家賃の支払者 

家賃の月額によって月額 100 円～27,000 円 

・上記以外で住居をもつ主たる生計維持者 

 月額 4,500 円 
異なる

・月額 12,000 円を超える家賃の支払者 

家賃の月額によって月額 100 円～27,000 円

通勤

手当 

【支給対象者】 

片道２ｋｍ以上の通勤者 

 

[交通機関等利用者] 

実費支給  55,000 円超は 2分の 1加算 

[乗用車等の使用者] 

片道 2km 以上 4km 未満 6,400 円 

片道 4km 以上 6km 未満 8,200 円 

片道 6km 以上 8km 未満 9,600 円 

片道 8km 以上 10km 未満 11,400 円 

片道 10km 以上 12km 未満 13,200 円 

片道 12km 以上 14km 未満 14,700 円 

片道 14km 以上 16km 未満 16,200 円 

片道 16km 以上 18km 未満 17,300 円 

片道 18km 以上 20km 未満 18,400 円 

片道 20km 以上 25km 未満 19,900 円 

片道 25km 以上 30km 未満 21,100 円 

片道 30km 以上 35km 未満 22,300 円 

片道 35km 以上 40km 未満 23,500 円 

片道 40km 以上 45km 未満 24,700 円 

片道 45km 以上 50km 未満 25,900 円 

片道 50km 以上 55km 未満 27,100 円 

片道 55km 以上 60km 未満 28,300 円 

片道 60km 以上 29,500 円 

[併用者(交通機関と乗用車等)] 

 55,000 円超は 2分の 1加算   

異なる

【支給対象者】 

片道２ｋｍ以上の通勤者 

 

[交通機関等利用者] 

 最高支給限度額 ＊55,000 円 

[乗用車等の使用者] 

 片道 2km 以上 5km 未満 2,000 円 

 片道 5km 以上 10km 未満 4,100 円 

 片道 10km 以上 15km 未満 6,500 円 

 片道 15km 以上 20km 未満 8,900 円 

 片道 20km 以上 25km 未満 11,300 円 

 片道 25km 以上 30km 未満 13,700 円 

 片道 30km 以上 35km 未満 16,100 円 

 片道 35km 以上 40km 未満 18,500 円 

 片道 40km 以上 45km 未満 20,900 円 

片道 45km 以上 50km 未満 21,800 円 

片道 50km 以上 55km 未満 22,700 円 

片道 55km 以上 60km 未満 23,600 円 

片道 60km 以上 24,500 円 

[併用者(交通機関と乗用車等)] 

 最高支給限度額 ＊55,000 円 

＊新幹線等利用者は 20,000 円を限度に加算

有 

 
 (10) 特別職の給与等の状況（平成２３年４月１日現在） 

 月額 期末手当の支給割合 

市 長 ９３１，０００円

６月期  １．９０月分 
１２月期  ２．０５月分 

計   ３．９５月分 

給 
 
 

料 副市長 ７３５，０００円

６月期  １．９０月分 
１２月期  ２．０５月分 

計   ３．９５月分 

議 長 ４９５，０００円

副議長 ４４１，０００円

議

員

報

酬 議 員 ４２１，０００円

６月期  １．９５月分 
１２月期  ２．０５月分 

計   ３．９５月分 

 
３ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 一般職員の勤務時間の状況 

勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

７時間４５分 ８時３０分 １７時１５分
１２時００分～ 
１３時００分 
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(2) 年次有給休暇の使用状況（平成２２年） 

区 分 
一人当たり 

平均使用日数 
市長部局等 ６日２時間 
教育委員会 ９日１時間 

計 ６日４時間 
消防 ９日７時間 

(3) 育児休業及び部分休業の取得者数（平成２２年度） 
 育児休業 部分休業 

男性 － －
市長部局等 

女性 １６人 －

男性 － －
教育委員会 

女性 － －

男性 － －
合 計 

女性 １６人 －

   （注）当該年度に新たに育児休業または部分休業を取得した人数です。 
 

(4) 休暇の導入状況（平成２３年４月１日現在） 

年次有給休暇 
１暦年ごとに２０日とし、２０日を超えない範囲内の残日数を繰り越せ

る。 

病気休暇 
負傷又は疾病のため療養を要する場合、最小限度必要と認められる期間

で、原則として１８０日以内。 

特別休暇 
（主なもの） 

骨髄提供、ボランティア、結婚、産前・産後、子の看護、配偶者の出産、

忌引、夏季、被災、生理、妊婦の健康診査など。 

介護休暇 
配偶者、父母、子、配偶者の父母などで、負傷や疾病などにより日常生活

を営むのに支障があるものの介護をする場合、２週間以上６ヵ月以内で必

要と認められる期間。（無給） 
    （注）各休暇の取得要件などは、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」及び同規則により定

められています。 
 
４ 分限及び懲戒処分の状況 

(1)  分限処分者数（平成２２年度） 
区 分 降任 免職 休職 降給 合計 

市長部局等 － － ９人 － ９人 
教育委員会 － － １人 － １人 
合  計 － － １０人 － １０人 

    （注）休職の１０人は、心身の故障によるものが９人で、市政事務に関係ありと認める勉学、

研究によるものが１人です。 
 

(2)  懲戒処分者数（平成２２年度） 
区 分 戒告 減給 停職 免職 合計 

市長部局等 － － － － － 
教育委員会 － － － － － 
合  計 － － － － － 
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５ 服務の状況 
  (1)  職務専念義務の免除 

区 分 概      要 

免
除
の
対
象
と
な
る
主
な
場
合 

  地方公務員法第３５条の職務専念義務は、次のような場合に免除されます。

ア  研修を受ける場合 
イ  健康診断を受ける場合 
ウ  職員団体の交渉等、特定された活動に従事する場合 
エ  国や地方公共団体の職員としての職を兼ね、その事務等を行う場合 
オ  市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の 
  役員、職員等の地位を兼ね、その事務等を行う場合 
カ  国や地方公共団体の機関、学校その他公共的団体等の依頼を受けて講演 
  等を行う場合 

      （注）免除される場合や免除の期間などは、「職務に専念する義務の特例に関する条例」及び

「職務に専念する義務の免除に関する規則」により定められています。 
 
  (2)  兼職・兼業の許可件数（平成２２年度） 

区 分 許可件数 主な許可事例 
市長部局等 ６件 国勢調査事務従事、国際交流協会の事務従事など 
教育委員会 －  
合  計 ６件  

    （注）上記の許可は、地方公務員法第３８条第１項に基づくものです。 
 

６ 研修及び勤務成績の評定の状況 
(1) 職員研修の概要等（平成２２年度）  

区 分 概      要 

市長部局等 

教育委員会 

地方公務員法第３９条に基づく勤務能率の発揮および増進のための研修

を行いました。 
富士宮市人材育成基本方針に定める「職階別の役割と求められる能力」

を開発し発揮するため、平成２２年度も富士宮市職員研修規定に基づき、

基本研修、派遣研修、特別研修を行い、延べ２，３２８人が受講しまし

た。 
また、上司が部下職員に対して仕事を通じ指導・育成を図る職場研修を

行いました。 
 

(2) 勤務成績の評定の概要（平成２２年度） 
区 分 概      要 

市長部局等 

教育委員会 

  管理職については１１月、それ以外の職員については１２月に勤務成績

の評定を行いました。評定結果は、昇格、役職への登用、配置換えなどに

活用しています。 
 

 
７ 福祉及び利益の保護の状況 

(1) 定期健康診断の実施状況（平成２２年度） 
区 分 富士宮市 

対象人員 １，４０２人 
受診人員 １，２７１人 一般検診 

受診率 ９０．７％ 
対象人員 ８７６人 
受診人員 ６６４人 胃レントゲン検査 

受診率 ７５．８％ 
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(2) 公務災害等の認定状況等（平成２２年度） 
区 分 富士宮市 
公務災害 １１件 
通勤災害 １件 

計 １２件 
 

(3) その他主な福利厚生事業の概要（平成２２年度） 
  概         要 

■被服の貸与■ 
 医療職、保育職、技術系職員等に対して被服を貸与。 
■互 助 会■ 
 地方公務員法第４２条、富士宮市職員の共済制度に関する条例に基づき互助会を設置

し、各種のレクリエーション事業を実施し、職員の元気回復に努めています。 
【富士宮市職員互助会】 

会 員 数 １，３９２人（平成２２年４月１日現在） 
 会員掛金額 １，１２１万８，０００円（会員給料月額×２／１，０００） 
 市助成金額 なし 

 
 

Ⅱ 公平委員会の業務の状況 

    
  公平委員会は、職員によってなされた勤務条件に関する措置要求および不利益処分に関する不服申

立てを審査し、これらに対して必要な措置を講ずる機関です。 
   平成２２年度においては、公平委員会に対する職員からの措置要求、不利益処分に関する不服申立

てはありませんでした。 


